
女性のための相談会【兵庫県丹波篠山市】

男女共同参画センター常設職員では対応しづらい・専門的な知
識を求められる相談に対応できる職員の対応ができていなかった。
令和4年10月の男女共同参画センターの開設にあたり、NPO法

人に業務委託し、専門相談員に相談する体制を整えることとした。

地域の実情と課題

・特定非営利活動法人フェミニストカウンセリング神戸

連携団体

・制度が始まったばかりなので、制度を周知し、利用者数を増やし
ていく。相談者を固定化せず、より多くの人が相談できる体制を整
えていく。

今後の課題

令和4年10月以降、合計5件の相談があった。

事業の効果

・目標値
相談人数計：21人

・実績値
相談人数計：5人

目的・目標

NPO法人に業務委託し、様々な課題・困難・不安を抱える女性の
相談に、月1～2回、専門相談員が応じる個別相談会を実施する。

事業の特徴

総事業費 218 千円

交付金額 109 千円

事業番号 6



事業の概要

男女共同参画センターの設置 R4.10

相談体制の構築

・男女共同参画
・地域の女性活躍
・日常の悩み、相談 etc…

・専門的、高度な知見が要求され
ること

・センターの窓口で相談しにくい
DVやセクシャル等の問題 etc…

想定される相談内容

一般的な相談 専門的な相談

男女共同参画センター
常設職員が対応

専門的・高度な知見を持つ者
が対応(外部NPO法人等)

R4相談件数：５件
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